
 

国立大学法人京都大学退職者功労表彰規程 

平成２４年３月２７日 

達示第２１号 

（目的） 

第１条 この規程は、国立大学法人京都大学教職員就業規則（平成１６年達示第７０号）第４７

条第５号又は国立大学法人京都大学有期雇用教職員就業規則（平成１７年達示第３７号）第５

９条第５号の規定に該当する教職員の表彰に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（表彰を受ける者） 

第２条 退職時において、次の各号の一に該当する者を大学に功労があった者として表彰する。 

(1) 国立大学法人京都大学教職員退職手当規程（平成１６年達示第８９号）により退職手当が

支給される者（教授、准教授、講師及び助教を除く。）であって、同規程による勤続期間の

計算において勤続期間（当該者に事務職員（特定業務）としての在職期間がある場合は当該

勤続期間に事務職員（特定業務）としての在職期間を加えた期間。）が３０年以上である者 

(2) 事務職員（特定業務）であって、事務職員（特定業務）としての勤続期間が３０年以上あ

る者 

(3) 有期雇用教職員（事務補佐員に限る。）であって、有期雇用教職員としての勤続期間（平

成１７年３月３１日以前に日々雇用教職員として引き続いて勤続した期間がある場合は当該

期間を含む。）が３０年以上である者 

（平２５達５５・一部改正） 

（表彰状の授与） 

第３条 表彰は、総長が表彰状を授与することにより行う。 

（表彰の日） 

第４条 表彰の日は、表彰を受ける者の退職日とする。 

（雑則） 

第５条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

１ この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

２ 国立大学法人京都大学永年勤続者表彰規程（平成１６年達示第８５号）は、廃止する。 

附 則（平成２５年達示第５５号） 

この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

 


